
 本市における「地域における住民主体の課題解決・包括的な相談支援体制」のイメージ(案) 
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様々な福祉課題を抱える住民 

(生活困窮、障害、認知症、育児、 

若年性認知症、Ｗケア、ゴミ屋敷等) 

地域だけでは解決できない 

課題に寄り添いつつ、つなぐ 

 

対象者別の相談窓口だけ

では解決できない課題 

CSW等の専門職 
・民生委員への相談をバックアップ 
・住民主体の課題解決 
・市等の担当窓口との連携 

地域の社会資源 

（ｲﾝﾌｫｰﾏﾙｻｰﾋﾞｽ等）  
ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ、PTA、ｼﾆｱｸﾗﾌﾞ、
子ども会、NPO 、社会福
祉法人等 

包括的・総合的な相談支援体制の確立 
【既存窓口の連携強化】 

住まい関係 

社会福祉協議会 
住民が主体的に地域課題を把握して 
解決を試みる体制づくりを支援 

 

民生委員・児童委員 

 

他人事を「我が事」に変え
ていくような働きかけをす
る機能 

 

「丸ごと」受け止める場 

対象者別の 
相談窓口 

 
生活困窮者、高齢
者、障害者、精神
障害、乳幼児、児
童等に関する相談
窓口 

地域福祉の基盤づくり 課題把握 
受け止め 

解決 
課題把握 
受け止め 

解決 

地域課題の把握 

地域活動を行う人材の発掘、育成 

地域における支えあい 

ご近所、自治会 

教育関係 

保健関係 

がん・難病関係 

障害関係 発達障害関係 

自殺対策関係 

医療関係 

病院 
家計支援関係 

児童関係 

児童相談所 

権利擁護関係 

司法関係 

多文化共生関係 

雇用・就労関係 

高齢関係 

防犯・防災 

社会教育 

環境 

交通 

まちおこし 

産業 

農林水産 

土木 

都市計画 
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